
 

伊丹市地域生活支援拠点等事業実施要綱 

 

(目的) 

第１条 この要綱は，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第８７条第１項に規定する障害福祉サ

ービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針（平成１８

年厚生労働省告示第３９５号）に基づき，障がい者等の重度化・高齢化や「親亡き後」

を見据え，障がい者等の生活を地域全体で支えるサービスの提供体制を構築するために

地域における複数の事業者が分担して機能を担う面的な体制（以下「地域生活支援拠点

等」という。）を整備する事業（以下「拠点事業」という。）に関し，必要な事項を定

めるものとする。 

(定義) 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところに

よる。 

⑴ 地域生活支援拠点等 「地域生活支援拠点等の整備促進について」（平成２９年

７月７日障障発０７０７第１号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課

長通知）において示された「地域生活支援拠点等」のうち，次条に規定する必要な

機能を備えた複数の事業所・機関による面的な体制をいう。 

⑵ 障がい者等 障害者基本法(昭和４５年法律第８４号)第２条第１号に定める障害

者及び児童福祉法(昭和２２年法律第１６４号)第４条第２項に定める障害児をい

う。 

（地域生活支援拠点等の機能） 

第３条 地域生活支援拠点等は，以下に掲げる機能を担うものとする。 

(1)相談その他必要な支援を行う機能 

(2)緊急時の受入れ及び対応を行う機能 

(3)体験の機会・場を提供する機能 

(4)専門的人材の確保及び養成を行う機能 

(5)地域の体制づくりを行う機能 

(実施主体) 

第４条 拠点事業の実施主体は，市とする。ただし，前条各号の機能については，第６条第

２項の規定による登録を受けた次の各号のいずれかに該当する事業者等と連携し実施す

る。 

(1)法第２９条第１項に定める指定障害福祉サービス事業者 

(2)法第２９条第１項に定める指定障害者支援施設 

(3)法第５１条の１４第１項に定める指定一般相談支援事業者 

(4)法第５１条の１７第１項第１号に定める指定特定相談支援事業者 
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(5)児童福祉法第２１条の５の３第１項に定める指定障害児通所支援事業者 

(6)児童福祉法第２４条の２第１項に基づく指定障害児入所施設 

(7)児童福祉法第２４条の２６第１項第１号に基づく指定障害児相談支援事業者 

(対象者) 

第５条 拠点事業の対象者は，次に掲げる者とする。 

(1)市内に居住地を有する障がい者等 

(2)前号の障がい者等の家族及び支援に係る関係者 

(3)その他市長が特に必要と認めた者 

2 前項第１号に規定するもののほか，法第１９条第３項に規定する特定施設に入所する

障がい者等であって，入所前に有した居住地（同項に規定する継続入所障害者にあって

は，最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下，「居住地特例地）とい

う。）が市内にある者は，拠点事業の対象者とする。ただし，居住地特例地が他の市町村

の区域内である者は，拠点事業の対象者としない。 

(地域生活支援拠点等事業所の登録) 

第６条 拠点事業を行う事業者（以下「拠点事業者」という。）は，障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関

する基準(平成１８年厚生労働省令第１７７号)第６条に規定する運営規程（以下「運営

規程」という。）に，地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として規定し，その写し

を伊丹市地域生活支援拠点等事業所(登録・変更・廃止)申請書(様式第１号)とあわせて

市長に提出しなければならない。 

2 市長は，前項の規定による申請を受けた場合は，その内容を確認したうえで，伊丹市

地域生活支援拠点等事業所(登録・変更・廃止)通知書(様式第２号)によりその旨を通知

するものとする。 

3 市長は，前項の規定により登録を行った拠点事業者を伊丹市地域生活支援拠点等事業

所登録リスト(様式第３号)に記載し，公表するものとする。 

(登録の変更及び廃止) 

第７条 拠点事業者は，登録の内容に変更が生じたとき又は登録を廃止するときは，速や

かに変更内容等を運営規程に規定し，その写しを伊丹市地域生活支援拠点等事業所(登

録・変更・廃止)申請書(様式第１号)とあわせて，市長に提出しなければならない。 

2 市長は，前項の規定による申請を受けた場合は，その内容を確認し，適当と認めたと

きは，伊丹市地域生活支援拠点等事業所(登録・変更・廃止)通知書(様式第２号)により

その旨を通知するものとする。 

3 市長は，前項の規定により登録を行った拠点事業者を伊丹市地域生活支援拠点等事業

所登録リスト(様式第３号)に記載し，公表するものとする。 

 (拠点事業者の取消し) 
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第８条 市長は，拠点事業者が次の各号のいずれかに該当するときは，登録を取り消すこ

とができる。  

（1）不正又は虚偽の申請により登録をうけたとき。 

（2）その他市長が拠点事業者として不適当と認めたとき。  

 (秘密の保持等) 

第９条 拠点事業に従事する者は，業務上知り得た個人情報について，個人情報の保護に

関する法律（平成１５年法律第５７号）及び伊丹市個人情報の保護に関する法律施行条

例（令和４年伊丹市条例第２９号）を遵守し，適正に取り扱うものとする。 

2 拠点事業者は，拠点事業の従業者であった者が，正当な理由なく，業務上知り得た対

象者の秘密を漏らすことのないよう，必要な措置を講じなければならない。 

3 前２項の規定は，登録を廃止した後においても同様とする。 

(運営状況の調査等) 

第１０条 市長は，拠点事業者に対して，必要に応じて地域生活支援拠点等事業の運営状況

に係る調査を適宜実施することができる。  

2 市長は，拠点事業者に対して，拠点事業の運営状況について，随時報告を求めることが

できる。 

(記録の整備等) 

第１１条 拠点事業者は，拠点事業の記録，経理に関する帳簿等必要な書類について記録を

整備し，当該記録を作成した日の属する年度の翌年度から起算して５年度間保存するとと

もに，市から求めがあった場合は，これを提出しなければならない。 

(定期的な事業評価)  

第１２条 市及び拠点事業者その他関係機関は，地域生活支援拠点等の機能強化・充実の

ため，互いに協力・連携し，拠点事業の運営内容や活動に対する評価と情報共有を定期

的に行い，障がい者等の地域での生活の支援に努めるものとする。 

(その他) 

第１３条 この要綱に定めるもののほか，事業の実施に当たって必要な事項は，市長が別

に定める。 

附則 

この要綱は，令和４年２月１５日から施行する。 

附則 

この要綱は，令和５年４月１日から施行する。 


